
規

則 

埼
玉
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

埼
玉
県
議
会
議
長 

白 

土 

幸 

仁 

埼
玉
県
議
会
規
則
第
一
号 

 
 

 

埼
玉
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
議
会
傍
聴
規
則
（
平
成
四
年
埼
玉
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

第
十
条
第
一
項
第
一
号
中
「
加
え
、
又
は
迷
惑
を
及
ぼ
す
」
を
「
加
え
る
」
に
改
め
、
同
項
第

二
号
及
び
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

二 

ビ
ラ
、
幕
、
た
す
き
そ
の
他
の
議
場
に
現
在
す
る
者
に
対
し
て
威
勢
を
示
す
た
め
に
使
用

さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
物
を
携
帯
し
、
又
は
着
用
し
て
い
る
者 

 

三 

前
二
号
に
規
定
す
る
物
の
ほ
か
、
会
議
を
妨
害
し
、
又
は
他
の
傍
聴
人
の
傍
聴
を
妨
害
す

る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
物
を
携
帯
し
て
い
る
者 

 

第
十
条
第
一
項
中
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
削
り
、
第
八
号
を
第
四
号
と
し
、
第
九
号
を
削

り
、
同
項
第
十
号
中
「
議
事
」
を
「
会
議
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
条
第
二
項

中
「
前
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
」
を
「
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
に
、
「
物
品
」
を

「
物
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
一
条
中
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
一
号
中
「
表
明
し
な
い
」
を
「
表
明
し
、
又
は
議
場
に

現
在
す
る
者
に
対
し
て
威
勢
を
示
さ
な
い
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
二
号
と
し
、
同
条
に
第
一

号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

一 

静
粛
に
す
る
こ
と
。 

 

第
十
一
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

三 

携
帯
電
話
端
末
そ
の
他
音
を
発
す
る
機
器
は
、
音
を
発
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

 

第
十
一
条
中
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
第
六
号
及
び
第
七
号
を
削
り
、
同
条

第
八
号
中
「
議
場
の
秩
序
を
乱
し
、
又
は
議
事
の
妨
害
と
な
る
」
を
「
会
議
を
妨
害
し
、
又
は
他

の
傍
聴
人
の
傍
聴
を
妨
害
す
る
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


